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	スライド 1: 　これまで、青森県内全域で自動車により営業を行う場合は、青森県、青森市及び八戸市それぞれで許可を取得（又は届出）する必要がありました。 　この度、青森県、青森市及び八戸市で調整し、令和８年４月１日以降に青森県、青森市又は八戸市のいずれかで取得した許可（又は届出）により、青森県内全域で営業が可能となります。 　ただし、令和８年３月３１日以前に許可を取得（又は届出を提出）している場合の営業区域は従来のとおりですので注意してください。
	スライド 2: 　〇営業許可：飲食店営業、魚介類販売業 、食肉処理業 　〇営業届　 ：各種営業届 　 ★ いずれも移動営業車に限る（引車は対象外）

